
療養病床の経過措置に係る残された論点について 
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【今後の対応】 
○ 特別入院基本料を算定している病院は、都市部や地方を含め、全国に分布している。こうした病院の中には、 

  看護師の確保が困難と考えられる中で地域医療において重要な役割を果たしているいわゆる不採算地区病院（注１） 

  （５病院）や公的病院（１１病院（注２） ）等も含まれているところ。 

○ こうした点に鑑みれば、厳しい需給状況の中で看護職員を確保する医療機関に配慮し、医療療養病床に係る 

  医療法上の経過措置については、現在４：１を満たしていない医療療養病床に限り、現行の６：１の経過措置を６年間 

  延長することとしてはどうか。 

（出典）厚生労働省保険局医療課調べ 

○ 第22回医療部会において、医療療養病床の看護配置基準について経過措置を設けることは、異論が出なかった 

  ところ。一方、入院患者に対する看護職員の配置を５：１とするか、６：１とするかについては、療養病棟入院基本料の 

  うち特別入院基本料を算定している病院の実態を踏まえて検討すべきとされた。 

○ 特別入院基本料を算定する病院の状況は、以下のとおりである。 

（注１）※総務省定義による。 
 第１種不採算地区病院：直近の一般病院までの移動距離が１５キロメートル以上となる位置に所在すること 
 第２種不採算地区病院：直近の国勢調査における「人口集中地区※」以外の区域に所在すること  
 ※原則として人口密度が１平方キロメートル当たり4,000人以上の基本単位区等が市区町村の境域内で互いに隣接して、それらの隣接した地域の人口が国勢調査時に 
  5,000人以上を有する地域 
（注２）不採算地区５病院は公的病院１１病院の中に含まれる。 
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